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市民からの申請を受け、出入国在留管理庁から交付された特別永住者証明書(※)を紛失したこ

とが判明したので、お知らせします。 

 

※特別永住者証明書・・・出入国在留管理庁が特別永住者の人に交付する証明書。氏名、生年

月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16

歳以上の人には顔写真が表示されます。（カードタイプ） 

 

１ 概 要 

交付予定の特別永住者証明書1枚（東区在住・７０代・男性）を紛失したもの。 

 

２ 経 緯 

令和７年１月２０日 申請者より特別永住者証明書の有効期間更新申請を受付 

令和７年１月２３日 東区役所市民保険年金課から出入国在留管理庁へ申請書類を郵送 

令和７年１月３０日 出入国在留管理庁から東区役所市民保険年金課へ 

特別永住者証明書が郵送（レターパック）で送付され、受取 

令和７年２月１７日 申請者が来庁。当該証明書が見当たらないことで判明 

 

３ その後の対応 

２月１９日に申請者に謝罪を行うとともに出入国在留管理庁に連絡し、証明書再発行の手続き

を進めております。 

 

４ 再発防止策                                                        

事務処理経過の確認体制を強化します。 

 

 

 

特別永住者証明書の紛失について 

 

【問い合わせ先】 
岡⼭市東区役所市⺠保険年⾦課 上野・藤原 直通086-944-5017 内線72141 
 

随 時 



特別永住者証明書について 

 

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付さ

れるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日な

どの情報が記載されます。また、１６歳以上の方には顔写真が表示されます。 

 

＜表面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜裏面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カードの形状や寸法は、現在の運転免許証と同じです。 

 

資料 

出入国在留管理庁ＨＰより 


